
仙塩広域都市計画高度地区の変更（仙台市決定） 
 

都市計画高度地区を次のように変更する。                                  

種 類 面  積 建築物の高さの最高限度または最低限度 備  考 

第１種 

高度地区 

約５，４６２

ha 

建築物の各部分の高さ（地

盤面からの高さによる。以下

同じ。）は，当該部分から前面

道路の反対側の境界線又は

隣地境界線までの真北方向

の水平距離に0.6を乗じて得

たものに５ｍを加えたもの

以下とする。 

１ 制限の緩和措置 

(1) 北側の前面道路の反対

側に水面，線路敷その他

これらに類するものがあ

る場合又は建築物の敷地

が北側で水面，線路敷そ

の他これらに類するもの

に接する場合において

は，当該前面道路の反対

側の境界線又は当該水

面，線路敷その他これら

に類するものに接する隣

地境界線は，当該水面，線

路敷その他これらに類す

るものの幅の 1/2 だけ外

側にあるものとみなす。 

(2) 建築物の敷地の地盤面

が北側の隣地（北側に前

面道路がある場合におい

ては，当該前面道路の反

対側の隣接地をいう。以

下同じ。）の地盤面から１

ｍ以上低い場合は，当該

敷地の地盤面は北側隣地

の地盤面との高低差から

１ｍを減じたものの 1/2

だけ高い位置にあるもの

とみなす。 

２ 許可による特例 

 次の各号の一に該当す

る建築物で，市長が周囲

の環境上支障がないと認

めて許可したものは，こ

の制限によらないことが

できる。 

ただし，第２号又は第

３号に該当するもので市

長が許可する場合は，建

築審査会の意見を聞かな

ければならない。 

(1) 都市計画として決定し

た一団地の住宅施設に係

る建築物 

(2) 建築基準法施行令（昭和

25年政令第 338号）第 136

条に定める敷地内空地及

び敷地規模を有する敷地

に総合設計に基づいて建

築される建築物 

(3) その他公益上やむを得

ないと認め，又は交通上，

安全上，防火上及び衛生

上支障がないと認められ

る建築物 

 変更面積 

（ha） 

第一種低層

住居専用地域

及び第二種低

層住居専用地

域の全域に指

定 

-0.3 

第２種 

高度地区 

約２，２９５

ha 

建築物の各部分の高さは，

当該部分から前面道路の反

対側の境界線又は隣地境界

線までの真北方向の水平距

離が４ｍ以下の範囲にあっ

ては，当該水平距離に1.25を

乗じて得たものに５ｍを加

えたもの以下とし，真北方向

の水平距離が４ｍをこえる

範囲にあっては，当該水平距

離から４ｍを減じたものに

0.6を乗じて得たものに10ｍ

を加えたもの以下とする。 

第一種中高

層住居専用地

域及び第二種

中高層住居専

用地域の全域

に指定 

+0.3 

第３種 

高度地区 

約５，５３７

ha 

建築物の各部分の高さは，

当該部分から前面道路の反

対側の境界線又は隣地境界

線までの真北方向の水平距

離が６ｍ以下の範囲にあっ

ては，当該水平距離に1.25を

乗じて得たものに 7.5ｍを加

えたもの以下とし，真北方向

の水平距離が 6ｍをこえる範

囲にあっては，当該水平距離

から 6ｍを減じたものに 0.6

を乗じて得たものに 15ｍを

加えたもの以下とする。 

第一種住居

地域，第二種

住居地域及び

準住居地域の

全域に指定 

-7.8 

 

 

 



種 類 面  積 建築物の高さの最高限度または最低限度 備  考 

第４種 

高度地区 

約２，０８６

ha 

建築物の各部分の高さは，

当該部分から前面道路の反

対側の境界線又は隣地境界

線までの真北方向の水平距

離が８ｍ以下の範囲にあっ

ては，当該水平距離に1.25を

乗じて得たものに 10ｍを加

えたもの以下とし，真北方向

の水平距離が８ｍをこえる

範囲にあっては，当該水平距

離から８ｍを減じたものに

0.6を乗じて得たものに20ｍ

を加えたもの以下とする。 

  変更面積 

（ha） 

近隣商業地

域（ただし，

最低限高度地

区に指定され

た区域及び北

仙台駅第一地

区を除く。）及

び準工業地域

の全域に指定 

-1.4 

小計 約１５，３８０

ha 

   -9.2 

        

種 類 面  積 建築物の高さの最高限度または最低限度 備  考 

最低限 

高度地区 

約２１ha 建築物の建築面積に該当する各部分の高さは，地盤面

より７ｍ以上とする。 

 ただし，次の各号の一に該当する建築物及び当該建築

物の部分については，この規定は適用しない。 

(1) 都市計画施設の区域内の建築物 

(2) 建築物の建築面積の 10分の５未満で，かつ，その部分

の面積が 100 ㎡未満の建築物 

(3) 増築又は改築については，建築基準法施行令第 137 条

の７第１号及び第２号に定める建築物 

(4) 付属建築物で，平屋建のもの（建築物に付属する門へ

いを含む。） 

(5) 地下若しくは高架の工作物又は道路内に設ける建築物 

(6) その他市長が公益上又は土地利用上やむを得ないと認

めて許可したもの 

   ただし，市長が許可する場合は，建築審査会の意見を

聞かなければならない。 

 変更面積 

（ha） 

都市計画道

路清水小路多

賀城線，五輪

連坊線，花京

院通福田町線

及び宮城野原

五輪線沿道

30m の区域の

一部に指定 

 

小計 約２１ha    

合計 約１５，４０１

ha 

  -9.2 

 
「種類，位置及び区域は計画図表示のとおり」 
 
理 由  別紙理由書のとおり 


